
I N F O R M A T I O N
く
ら
し
の
情
報

市
議
選
挙
投
票
日
は
２
月
12
日
に

　

市
議
会
議
員
選
挙
の
日
程
が
決
ま

り
ま
し
た
。
議
員
定
数
は
38
人
で
す
。

告
示
日
＝
来
年
２
月
５
日
㈰

投
票
日
＝
来
年
２
月
12
日
㈰

■問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎
０
２

７
―
８
９
８
―
６
７
４
２

区
画
整
理
で
住
所
が
変
更

　

新
前
橋
駅
前
第
二
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
の
公
告
に
伴
い
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□
事
前
説
明
会

日
時
＝
10
月
17
日
㈪
午
後
２
時

会
場
＝
市
役
所
11
階
会
議
室

対
象
＝
①
道
の
駅
の
一
部
か
全
部
施

設
の
計
画
（
事
業
ア
イ
デ
ア
・
設
計
）、

運
営
が
可
能
な
人
②
道
の
駅
の
施
設

を
使
用
し
て
出
店
な
ど
の
事
業
参
画

を
希
望
す
る
人

■申
10
月
11
日
㈫
ま
で
に
政
策
推
進
課

☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６
９
９
６
へ

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査

　
本
庁
管
内
と
大
胡
・
宮
城
・
粕
川
・

富
士
見
地
区
を
対
象
に
、
特
定
計
量

器
の
定
期
検
査
を
実
施
。
計
量
器
を

取
引
や
証
明
に
使
用
し
て
い
る
人
は

忘
れ
ず
に
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

廃
業
な
ど
で
計
量
器
を
使
用
し
な
く

な
っ
た
場
合
は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
・
会
場
な
ど
＝
右
表
の
と
お
り

■問
計
量
検
査
所
☎
０
２
７
―
２
５
５

―
２
２
１
８
、
検
査
当
日
は
☎
０
８

０
―
１
２
２
７
―
５
５
４
４

空
き
家
の
補
助
申
請
忘
れ
ず
に

　

空
き
家
対
策
補
助
申
請
の
受
け
付

け
は
来
年
２
月
28
日
㈫
ま
で
。
来
年

3
月
31
日
㈮
ま
で
に
必
ず
工
事
の
完

了
報
告
も
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
空
家
利
活
用
セ
ン
タ
ー
☎
０
２
７

―
８
９
８
―
６
０
８
１

10
月
１
日
㈯
か
ら
箱
田
町
・
古
市
町

な
ど
の
一
部
で
町
名
と
地
番
が
変
更

に
。
住
所
の
変
更
証
明
な
ど
は
10
月

上
旬
か
ら
順
次
、
該
当
世
帯
に
簡
易

書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

■問
市
民
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６

１
０
６

公
開
建
築
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

　

10
月
15
日
㈯
か
ら
21
日
㈮
ま
で
は

違
反
建
築
防
止
週
間
。
こ
れ
に
合
わ

せ
、
10
月
17
日
㈪
に
公
開
建
築
パ
ト

ロ
ー
ル
を
行
い
ま
す
。
建
築
物
の
新

築
や
増
改
築
、
移
転
工
事
な
ど
を
す

る
と
き
は
、
建
築
指
導
課
や
確
認
検

査
機
関
に
建
築
確
認
申
請
書
の
提
出

が
必
要
に
。
確
認
を
受
け
て
か
ら
工

事
を
着
工
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
建
築
指
導
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
６
７
５
４

道
の
駅
整
備
希
望
者
と
意
見
交
換

　

本
市
が
計
画
す
る
新
設
道
の
駅
の

整
備
運
営
な
ど
に
つ
い
て
、
11
月
14

日
㈪
か
ら
30
日
㈬
ま
で
の
間
に
民
間

事
業
者
な
ど
と
の
意
見
交
換
を
実
施
。

こ
れ
に
伴
い
、
意
見
交
換
に
参
加
を

希
望
す
る
人
を
対
象
に
し
た
事
前
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。
詳
し
く
は
本

行
い
ま
す
。

日
時
＝
10
月
13
日
㈭
午
前
10
時
〜
正
午

会
場
＝
前
橋
テ
ル
サ

■問
消
防
局
予
防
課
☎
０
２
７
―
２
２

０
―
４
５
０
７

親
子
で
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
シ
ー
へ

　

一
人
親
家
庭
を
対
象
に
、
東
京
デ

ィ
ズ
ニ
ー
シ
ー
（
千
葉
県
浦
安
市
）

旅
行
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
11
月
13
日
㈰
午
前
６
時
40
分

集
合
場
所
＝
総
合
福
祉
会
館

対
象
＝
18
歳
ま
で
の
母
子
・
父
子
家

庭
児
と
保
護
者
、
２
７
０
人
（
抽
選
）

費
用
＝
子
ど
も
３
，
０
０
０
円
、
保

護
者
４
，
５
０
０
円
（
３
歳
以
下
無

料
）

■申
10
月
14
日
㈮
（
必
着
）
ま
で
に
往

復
ハ
ガ
キ
で
。住
所
・
親
子
の
氏
名
・

年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、
〒
３

７
１
│
０
０
１
７
日
吉
町
二
丁
目
17

│
10
・
総
合
福
祉
会
館
内
市
母
子
寡

婦
会
（
☎
０
２
７
―
２
３
５
│
３
４

０
６
）
へ

ふ
れ
あ
い
体
験
教
室

　
ふ
れ
あ
い
体
験
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

□
香
道

日
時
＝
11
月
17
日
・
24
日
の
木
曜
２

回
、
午
後
７
時
〜
９
時

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21

対
象
＝
２
回
と
も
参
加
で
き
る
高
校

生
以
上
の
初
心
者
、
先
着
15
人

講
師
＝
御
家
流
香
道
公
香
会
・
平
井

暁
貫
さ
ん

費
用
＝
１
，
５
０
０
円

□
い
け
ば
な

日
時
＝
①
11
月
26
日
㈯
午
前
10
時
〜

正
午
②
同
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21

対
象
＝
小
学
生
以
上
、
先
着
各
20
人

費
用
＝
各
８
０
０
円

■申
以
上
の
２
つ
は
10
月
28
日
㈮
（
必

着
）
ま
で
に
ハ
ガ
キ
で
。
講
座
名
・

住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
年
齢
・

電
話
番
号
を
記
入
し
、
〒
３
７
１
―

０
８
０
５
南
町
三
丁
目
62
―
１
・
市

民
文
化
会
館
内
市
文
化
協
会
「
ふ
れ

あ
い
教
室
係
」（
☎
０
２
７
―
２
２
１

―
４
３
２
１
）
へ

自
立
の
助
け
は
知
る
こ
と
か
ら

　

子
ど
も
の
自
立
・
就
職
を
考
え
る

保
護
者
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
。
先
着
３

組
で
個
別
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

日
時
＝
11
月
２
日
㈬
午
後
７
時
〜
９
時

会
場
＝
市
役
所

対
象
＝
未
就
労
の
若
者
の
保
護
者
、

民
生
委
員
、保
護
司
な
ど
の
支
援
者
、

先
着
15
人

■申
ぐ
ん
ま
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
☎
０
２
７
―
２
３
３
―
２
３
３

０
へ

市
民
芸
術
文
化
祭

　

吟
剣
詩
舞
道
発
表
会
を
開
催
。

日
時
＝
10
月
16
日
㈰
午
後
１
時

会
場
＝
大
胡
シ
ャ
ン
テ

■問
市
文
化
協
会
☎
０
２
７
―
２
２
１

―
４
３
２
１

女
性
と
子
ど
も
の
防
火
の
つ
ど
い

　

幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
員
や
少
年
消
防

ク
ラ
ブ
員
、
女
性
防
火
ク
ラ
ブ
員
に

よ
る
「
女
性
と
子
ど
も
の
防
火
の
つ

ど
い
」
を
開
催
。
防
火
ポ
ス
タ
ー
コ

ン
ク
ー
ル
の
表
彰
式
や
防
火
演
技
を

市
有
地
を
売
り
払
い
ま
す

　

市
有
地
を
一
般
競
争
入
札
と
公
募

で
売
り
払
い
ま
す
。
参
加
に
は
事
前

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は

「
売
払
い
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

入
札
日
＝
11
月
１
日
㈫

会
場
＝
市
役
所
３
階
31
会
議
室

案
内
の
配
布
＝
10
月
３
日
㈪
か
ら
市

役
所
資
産
経
営
課
・
区
画
整
理
課
、

水
道
局
、
各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
な
ど
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

■申
10
月
17
日
㈪
ま
で
に
「
売
払
い
案

内
」
に
記
載
の
各
課
へ
直
接

■問
資
産
経
営
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
６
６
５
３

ようこそ
市長室へ

HP

　空き家のリフォーム補助を活用して本市
に移住した方が、27家族66人となりました。
都会から前橋に移住された理由はさまざま
ですが、「孫に田舎をつくってあげたい」と
いう理由もあるとのこと。
　私たちが当たり前に思っている暮らしが、
都会とは別の価値を持っていることに気付
きます。空き家、古民家の利活用と農作業
を手伝う受け皿づくり。
　孫のために田舎をつくりたいという願いを
かなえるお手伝いが出来ることを嬉しく思い
ます。そして、赤城南麓の古民家への宿泊は、
前橋暮らしを堪能できる体
験センターになるはずです。

コンビニでの証明交付が休止に

　所得・課税証明書のコンビニ交付サービ
ス開始に伴うシステムメンテナンスのため、
10月13日㈭・18日㈫・25日㈫にコンビニ交
付サービスを停止。同サービスについては
本市ホームページをご覧ください。

■問市民課☎027-898-6107

特定計量器定期検査日程

期日 会場 対象区域

10月18日㈫ 宮城公民館 宮城地区の各町

10月19日㈬ 総合教育プラザ

岩神町一～四丁目、敷島町、
緑が丘町、昭和町一～三丁目、
平和町一・二丁目、住吉町
一・二丁目、国領町一・二
丁目

10月21日㈮ 職員研修会館
大手町一～三丁目、紅雲町
一・二丁目、千代田町一～
五丁目、本町一～三丁目、表
町一・二丁目

10月26日㈬ 総合福祉会館
若宮町一～四丁目、城東町
一～五丁目、日吉町一～四
丁目

10月27日㈭ 第二コミュニティセンター

三河町一・二丁目、朝日町
一～四丁目、天川原町一・
二丁目、六供町、六供町一・
四丁目、天川町、文京町一
～四丁目、南町一～四丁目

11月１日㈫ 粕川公民館 粕川地区の各町

11月２日㈬ 富士見地区農村環
境改善センター 富士見地区の各町

11月４日㈮ 旧大胡保健センター 大胡地区の各町

※時間は午前９時30分～正午、午後１時～４時
※都合が付かないときは、他の会場でも検査を受けられます。
11月７日㈪・８日㈫は計量検査所でも受けられます。

市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎027-224-1111 広報まえばし　平成28年10月１日号19 18

元
気
21
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
　
　
　
　10
時
00
分
〜
19
時
00
分

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

窓　　口
業務時間

申し込み 　 問い合わせ

01


